
 

 

     糸魚川市介護人材育成支援事業 
    

目    的 

市では、介護従事者の資格受験料や研修受講料、交通費の一部を助成する

ことにより、介護従事者の技術向上と福祉事業所への就職を促進し、介護従

事者を確保することを目的とします。 

対象となる 

資格・研修 

ア
試
験 

□社会福祉士試験          □介護福祉士試験 

□介護支援専門員実務研修受講試験 

イ
研
修 

□介護職員初任者研修        □介護支援専門員実務研修 

□介護福祉士実務者研修       □主任介護支援専門員研修 

□介護支援専門員・主任介護支援専門員更新研修 □ケアマネ再研修 

□ワークサポートケアマネジャー養成研修 

（更新研修、再研修及びワークサポートケアマネジャー養成研修は、

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に勤務する方・これか

らしようとする方等に限ります） 

対  象  者 

市内の介護事業所従事者及び従事希望者で上記の試験を受験又は研修を受講 

し、以下の要件を全て満たす方（市外の方で市内の事業所に勤務している方も

申請できます） 

・市税を滞納していないこと 

・糸魚川市補助金等交付規則第４条第３項に規定する暴力団員等でないこと 

助成対象経費 

□アの試験：受験料、交通費 

□イの研修：受講料、交通費 

※受験料又は受講料の振込手数料等は除きます。 

助 成 額 

□アの試験 

受験料の７／10の額（１００円未満切り捨て） 

交通費の１／２の額（１００円未満切り捨て。上限５，０００円） 

□イの研修 

受講料の１／２の額（１００円未満切り捨て。上限５０，０００円） 

交通費の１／２の額（１００円未満切り捨て。上限５，０００円） 

助 成 回 数 

□アの試験 

同一の試験に対する助成は、５年間で３回までを限度とします。 

※交通費も同様 

 □イの研修 

同一の研修に対する助成は１回を限度とします。 

（介護支援専門員・主任介護支援専門員更新研修は回数制限なし） 

※交通費も同様 

補助の申請 

＜申請期間＞ 

 □アの試験 

   受験票を受け取った日から受験日以降１か月以内 

 □イの研修 

   研修の修了日から１か月以内 

介護職を目指す 

あなたを応援!! 



 

＜提出書類＞ 

申請書に以下の書類を添えて提出してください。 

 □アの試験 

受験票の写し、経費を明らかにする書類の写し 

□イの研修 

研修の修了証の写し、経費を明らかにする書類の写し 

補助の申請 

 

＜申請の流れ＞ 

 

【資格試験の受験料補助】        【研修の受験料補助】 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜提出先＞ 

 ・福祉事務所 介護保険係 

 ・能生事務所又は青海事務所 

決定及び通知  介護人材育成支援事業補助金交付要綱により審査のうえ決定し、通知します。 

そ の 他 
  本制度と国の教育訓練給付金を同時にご利用になりたい場合は、あらかじめ

ご相談ください。（国の教育訓練給付金の計算が異なる場合があります。） 
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